
◎町民会館ミニギャラリー
　6月　写友会

◎文化会館ロビー展
　7月　横芝写真クラブ

◎銚子商工信用組合展
　6月　横芝写真クラブ

◎カスミ展示コーナー
　6月　横芝写真クラブ
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　頼んだ覚えのない商品が届いた時は、商品を「受け取らない」、代引配達は
「支払わない」ことが大事です。
　一方的に商品が送り付けられても本人が承諾の意思を示さなければ売買契
約は成立しないため、商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。所
定の期間（受け取った日から14日間、あるいは消費者が商品の引き取りを事
業者に請求した場合は7日間）商品を開封せず保管する必要がありますが、そ
の間に事業者が引き取りに来なければ、その後は自由に処分してよいことと
なっています。
　ただし、届いた商品を消費すると、購入する意思があったとみなされる可
能性があるため注意が必要です。
　また、電話勧誘で商品の購入に同意してしまっても、正式な契約書面を受
け取った日から数えて8日間はクーリング・オフによる契約の解除を行うこ
とができます。
問消費生活相談室（産業課内）　☎84－1233

頼んだ覚えのない商品が
届いたときは！NO.121

2020.6.117


